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特許第４５４７０７７号

【請求項１】
Ａ 表示部と、電話回線網への通信手段とを備える携帯端末から、前記電話回線網に接続
されたデータベースにアクセスすることによって、
Ｂ 前記データベースに用意された複数のキャラクターから、表示部に表示すべき気に
入ったキャラクターを決定し、その決定したキャラクターを前記表示部にて表示自在とな
るように構成してある携帯端末サービスシステムであって、
Ｃ その決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段を備え、
Ｄ 前記キャラクターが、複数のパーツを組み合わせて形成するように構成してあり、
Ｅ 気に入ったキャラクターを決定するにあたって、前記データベースにアクセスするこ
とによって、複数のパーツ毎に準備された複数のパターンから一つのパターンを選択する
ことにより、少なくとも一つ以上のパーツを気に入ったパーツに決定し、複数のパーツを
組み合わせて、気に入ったキャラクターを創作決定する創作決定手段を備え、
Ｆ 前記創作決定手段に、前記表示部に仮想モールと、基本パーツを組み合わせてなる基
本キャラクターとを表示させ、
Ｇ 前記基本キャラクターが、前記仮想モール中に設けられた店にて前記パーツを購入す
ることにより、前記パーツ毎に準備された複数のパターンから一つのパターンを決定し、
前記基本キャラクターを気に入ったキャラクターに着せ替える操作により、気に入った
キャラクターを創作決定する着せ替え部を備える
Ｈ 携帯端末サービスシステム。



出願時の特許請求の範囲
【請求項１】
A 表示部と、電話回線網への通信手段とを備える携帯端末から、前記電話回線網
に接続されたデーターベースにアクセスすることによって、
B 前記データベースに用意された複数のキャラクターから、表示部に表示すべき
気に入ったキャラクターを決定し、その決定したキャラクターを前記表示部にて
表示自在となるように構成してある携帯端末サービスシステムであって、
C その決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段を
備える
H 携帯端末サービスシステム。



【従来の技術】 この種の携帯端末サービスシステムとしては、例えば、あらかじ
め携帯端末自体のメモリーに保存してある複数のキャラクター画像情報から、気に
入ったものを選択して、その携帯端末の表示部に表示することができるものなどが
知られている。

【発明が解決しようとする課題】 しかし、上述したようなこれまでの携帯端末
サービスシステムによれば、携帯端末自体のメモリーに保存してあるキャラクター
画像情報のなかから気に入ったものを選択するので、メモリーに保存できる情報量
には限りがあることから、キャラクター選択にあまり選択の幅がなく、ある程度す
ると飽きてしまい、ユーザーに十分な満足感を与え得るものではなかった。 また、
サービス提供者にとっても、携帯端末自体にキャラクター画像情報を保存するので、
キャラクター画像情報を更新するには、携帯端末自体を改めて販売するしかないの
であるが、携帯端末はそのままでキャラクター画像情報のみを更新したものでは、
あまり買い手がないため、携帯端末自体も新規な機能を有するものを開発せざるを
えず、キャラクター画像情報により効率良く利益を得るのは困難であった。



図１ 携帯端末サービスシステムの構成
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図２ 複数のキャラクターから、気に入ったキャラ
クターを選択し、決定する。
キャラクターそのものの画像情報を複数の
キャラクター画像情報の中から適宜選択する
ことができるように構成してあってもよいが、
例えば、人の身体を表すものであれば、顔部、
胴部、腕部、脚部、足部・・・といったよう
に、複数（ｎ個）のパーツＰを組み合わせて
キャラクターを形成する。



図３ キャラクターを創作決定する
一連の操作の基本的な流れ

図４ モンタージュ作成する一連の操作の
基本的な流れ



図５ 携帯端末の表示部
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基本キャラクター１１が店Ｓ１
に入店すると、パーツＰ１に対
応して用意されたパターンｐ1 ～
ｐn が表示部に表示され、その中
から気に入ったもの（パターン
ｐ）を購入することにより、そ
の購入したパターンが、その
パーツ部分に対応する基本パー
ツの画像に反映され、基本キャ
ラクターを気に入ったキャラク
ターに着せ替えることができる
ようにしてある。



図６ モンタージュ作成フロー 図７ 着せ替えフロー



〔作用効果〕携帯端末から、電話回線網に接続されたデータベースにアクセスするこ
とによって、キャラクターを選択することができるので、携帯端末に比べデータベー
スの方が保存できる情報量が格段に多く、ユーザーにとっては、キャラクター選択の
幅が広がり、キャラクター選択をより楽しむことができ、十分な満足感を得ることが
できる。 また、サービス提供者にとっては、データベースのキャラクター画像情報
を更新するだけで、簡便に、キャラクター画像情報を新規なものに更新し、ユーザー
に提供することができる。そして、キャラクター画像情報に応じて、その情報提供に
見合った金額を情報提供料として通信料に加算するので、キャラクター画像情報の提
供により効率良く利益を得ることができる 【０００６】 また、キャラクターが、複
数のパーツを組み合わせて形成するように構成してあり、係る創作決定手段を備えて
いるから、ユーザーは、気に入ったキャラクターを決定するにあたって、データベー
スにアクセスすることによって、複数のパーツ毎に準備された複数のパターンから一
つのパターンを選択することにより、少なくとも一つ以上のパーツを気に入ったパー
ツに決定し、複数のパーツを組み合わせて、気に入ったキャラクターを創作すること
ができ、キャラクター選択の幅が更にひろがるとともに、種々のパーツを組み合わせ
てキャラクターを創作するというゲーム感覚の遊びをすることができ、十分な満足感
を得ることができる。 また、創作決定手段に係る着せ替え部を備えさせることによ
り、ユーザーは、仮想モールと、基本キャラクターとが表示された表示部を見ながら、
基本キャラクターを自分に見立て、さながら自分が仮想モール内を歩いているような
ゲーム感覚で、その仮想モール内に出店された店に入り、パーツという商品を購入す
ることで、基本キャラクターを気に入ったキャラクターに着せ替えて、楽しむことが
でき、新たな楽しみ方ができて十分な満足感を得ることができる。



【００４５】
〈５〉先の実施形態では、仮想モールや店の画像を表示させて、店を選択するこ
とにより、データベースに準備されたキャラクター画像情報を呼び出せるように
してあったが、単に表示部に、キャラクター画像情報に関連づけた文字情報（例
えば、モンタージュ、洋服、靴、眼鏡など）を表示させ、それを選択することで
キャラクター画像情報を呼び出せるようにしておいてもよい。



ａ液晶表示部と，インターネット等の電話回線網への通信手段とを備える携帯電話や
スマートフォン等の携帯端末から，インターネットに接続された被告システム中の
データベースにアクセスすることによって，
ｂデータベースに用意された複数のキャラクター（ピグ）から，液晶表示部に表示
すべき気に入ったキャラクターを決定し，その決定したキャラクターを液晶表示部に
て表示自在となるように構成してある携帯端末サービスシステムであって，
ｃ所定金額の日本円により予め購入した所定量のコインを，決定したキャラクター
に応じた情報提供料として支払い，当該所定金額の日本円を携帯端末の通信料に加算
する課金手段を備え，
ｄキャラクターが，複数のパーツ（ピグ自体，顔を構成する目や鼻等，装飾品とし
ての服，めがね，かばん等を含む。）を組み合わせて形成するように構成してあり，
ｅ気に入ったキャラクター（ピグ，顔を構成する目，鼻，装飾品等としての服，め
がね，かばん等を含む。）を決定するに当たって，データベースにアクセスすること
によって，複数のパーツ（目，鼻，服，めがね，かばん等を含む。）毎に準備された
複数のパターン（形状，大きさ，柄，色等を含む。）から一つのパターンを選択する
ことにより，少なくとも一つ以上のパーツを気に入ったパーツ（例えば，オレンジ色
の服）に決定し，複数のパーツを組み合わせて，気に入ったキャラクター（例えば，
オレンジ色の服を着た特定の顔のピグ）を創作決定する創作決定手段（システム中に
備えられる創作決定手段として機能する部分）を備え，

【原告の主張】
被告システムの構成を，本件発明の構成要件と対比するために分説すると，次の
とおりとなる。



ｆ創作決定手段に，液晶表示部に仮想モールと，基本パーツを組み合わせてなる基
本キャラクター（例えば，創作決定手段により決定されたオレンジ色の服を着た特
定の顔のピグ）とを表示させ，
ｇ基本キャラクター（例えば，創作決定手段により決定された特定の顔を備え，オ
レンジ色の服，特定の靴及びめがね等を装着したピグ）が，仮想モール中に設けら
れた店（例えば，サンリオショップ）にてパーツ（例えば，かばん）を購入するこ
とにより，パーツ毎（例えば，かばん毎）に準備された複数のパターン（ハローキ
ティのポシェットやバッグ等）から一つのパターン（例えば，ハローキティのポ
シェット）を決定し，基本キャラクターを気に入ったキャラクター（ハローキティ
のポシェットを持った特定の顔及び髪型のピグ）に着せ替える操作により，気に
入ったキャラクターを創作決定する着せ替え部（システム中に備えられる着せ替え
部として機能する部分）を備える
ｈ携帯端末サービスシステム



【被告の主張】
ア被告システムが構成ａ，同ｂ，同ｄ，同ｅ及び同ｈを備えていることは認め，その
余は，以下の理由により，否認する。

イ構成ｃについて
被告システムは，「決定したキャラクターに応じた情報提供料」を支払うものではな
く，これを「通信料に加算する課金手段」を備えたものではない。

ウ構成ｆについて
被告システムに「仮想モール」は表示されない。

エ構成ｇについて
被告システムに「仮想モール」は存在しないため，ピグが「仮想モール中に設けられ
た店」にてパーツを購入することはない。なお，「基本キャラクター」については意味
が不明であり，認否をすることができない。



第４当裁判所の判断
当裁判所も，被告システムは，いずれも本件特許請求の範囲の請求項の文言上本件発
明の技術的範囲に属さず，また，本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属す
るということもできないと判断する。理由は，以下のとおりである。
１本件発明について
⑴本件特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載



２争点１（被告システムは，文言上，本件発明の技術的範囲に属するか）について
⑴構成要件Ｃについて
ア本件発明の「課金手段」（構成要件Ｃ）
本件発明の「課金手段」について，本件特許請求の範囲には，「その決定したキャラク
ターに応じた情報提供料を通信料に加算する」ものと記載されている。また，本件明細
書の記載によれば，「課金手段」は，・・・パーツ等に応じた情報提供料を通信料に加
算する態様のみが記載され（・・・），それ以外の課金手段は記載されていない。なお，
【００４３】では，「課金手段は先の実施形態で説明したに限るものではなく，…適宜選
択設定すればよい。」とされているものの，・・・課金対象が１パーツ毎，数パーツ毎
及びパーツ全部が決まってから課金する例が記載されているのみである。・・・。
以上によれば，本件発明においては，決定したキャラクターに応じた情報提供料を通

信料に加算するという課金の態様こそがサービス提供者にとって効率良く利益を得る態
様であるとされているものと解される。このことは，本件発明が電話回線網への通信手
段を備える携帯端末（構成要件Ａ）を前提とした発明であること，及び本件特許出願当
時，携帯電話において，通信以外のサービスの料金を通信料に加算して電話会社が代行
回収することが一般的に行われていたと見られること（乙９，１０）とも整合する。
したがって，本件発明の「課金手段」（構成要件Ｃ）は，その文言のとおり，決定した
キャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する態様の課金手段を意味するものと
解される。



イ被告システムについて
証拠（乙２，４）及び弁論の全趣旨によれば，被告システムにおいて，ピグ（キャラ
クター）を構成するアイテムを購入するための料金は，「コイン」（・・・）を消費
することにより決済されること，ユーザーは，この「コイン」を，携帯電話会社の提
供する決済システムにおいて通信料金と合算して料金を支払うことにより購入し得る
こと，この通信料金との合算は「コイン」という決済手段を購入する際に行われると
ころ，その際には，アイテムの購入とは無関係に被控訴人が事前に設定した購入単位
数量の中から選択するほかなく，アイテムを購入する際には，その代金は上記方法に
より事前に購入された「コイン」によって決済され，この段階で通信料に合算される
ことはないことがそれぞれ認められる。
そうすると，被告システムは，「情報提供料を通信料に加算する課金手段」を備える
ものということはできないし，「キャラクターに応じた情報提供料」を「通信料に加
算する」ものということもできない。
したがって，被告システムは，本件発明の課金手段を有するということはできず，構
成要件Ｃを充足しない。



ウ控訴人の主張について
この点について，控訴人は，被告システムの課金手段と本件発明の課金手段は，
課金の時間的差異があるのみで，被告システムにおけるコインの購入代金が携帯端末
の通信料に加算されることに変わりはない旨主張する。
しかし，被告システムにおける「コイン」は，プリペイド式すなわち前払式支払手

段である。前払式支払手段とは，利用者から対価としてあらかじめ支払われた金額に
応じて発行され，財・サービスの提供を受ける際の支払手段として利用可能なものを
いう（甲２８）。そうすると，被告システムにおいて通信料に合算される代金は，
「コイン」の発行の対価として支払われるものであって，「コイン」の消費によって
決済されるアイテムの代金とは別個独立に理解把握されるべきものということができ
る。
したがって，本件発明の課金手段と被告システムの「コイン」との相違は，単に課

金の時間的差異にとどまるものではなく，支払手段そのものの相違として理解される。
そうである以上，この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。



⑵構成要件Ｆ及びＧについて
ア本件発明の「仮想モール」（構成要件Ｆ及びＧ）
本件発明の「仮想モール」について，本件特許請求の範囲には，「前記表示部に仮想

モールと，基本パーツを組み合わせてなる基本キャラクターとを表示させ」及び「前記
基本キャラクターが，前記仮想モール中に設けられた店にて前記パーツを購入する」と
記載されている。
他方，本件明細書には，本件発明の目的につき，「ユーザーが十分な満足感を得る」

という目的を達成する（【０００４】），より具体的には，「ユーザーは，仮想モール
と，基本キャラクターとが表示された表示部を見ながら，基本キャラクターを自分に見
立て，さながら自分が仮想モール内を歩いているようなゲーム感覚で，その仮想モール
内に出店された店に入り，パーツという商品を購入することで，基本キャラクターを気
に入ったキャラクターに着せ替えて，楽しむこと」という「新たな楽しみ方ができて」
ユーザーが「十分な満足感」ないし「楽しみ」を得ることにある旨が記載されている
（【０００６】，【００２７】）。また，本件明細書には，「発明の実施の形態」とし
て，「図５に示すように，表示部２には，仮想モール１０，基本キャラクター１１が表
示され，店Ｓ１～Ｓｎが出店された仮想モール１０内に基本キャラクター１１を出現さ
せ，基本キャラクター１１があたかも仮想モール１０内の住人であるかのように構成し
てある。なお，この基本キャラクター１１の仮想モール１０中での移動は，ユーザーが，
携帯端末に設けられた操作部等で操作自在に操れるように適宜構成しておけばよい。」
（【００２８】），「ユーザーは，自分自身を仮想モールの中のキャラクターに投影し
て，あたかも自分が仮想モール中で暮らしているようなゲーム感覚が得られ，種々の店
に入り買い物をすることができ，さらに楽しみが倍増される。」（【００２９】）との
記載がある。



これらの記載によれば，本件発明の「基本キャラクター」はユーザー自身が投影され
る対象であり，「仮想モール」は「基本キャラクター」が生活する場所であり，そのよ
うな「基本キャラクター」及び「仮想モール」は，「基本キャラクター」が「仮想モー
ル」内を移動して種々の店に入り買い物をすることにより，あたかもユーザー自身が仮
想モール中で生活しているかのようなゲーム感覚を生じさせてユーザーの楽しみを倍増
させ，ユーザーに十分な満足感を与えるといった目的を実現させるために設けられた要
素であると理解される。
そうすると，そのような「仮想モール」は，本件明細書図５に示されるように，店舗

のみならず基本キャラクターが移動し得る通路をも備える必要があると解される。この
ことは，「モール」という言葉に「遊歩道。広義には，建物の内部に設計された遊歩の
ための空間も含む。」（乙５）といった語義があることとも整合する。



イ被告システムについて
証拠（乙４）及び弁論の全趣旨によれば，被告システムにおいては，アイテムを購入
する際，ピグをショップに移動させる操作を必要とせず，そのためピグの移動のため
の通路が表示されることはなく，文字情報とアイコンにより表示され「ショップ一
覧」の画面に列挙されるショップを選択し，選択したショップの取扱いアイテムが一
覧表示された画面から所望のアイテムを選択して購入する手順が採用されていること
が認められる。
このような被告システムのアイテム購入画面には，本件発明を構成する「仮想モー

ル」，すなわち，店舗のみならず基本キャラクターが移動し得る通路を備え，「さな
がら自分が仮想モール内を歩いているようなゲーム感覚」（【０００６】）ないし
「あたかも自分が仮想モール中で暮らしているようなゲーム感覚」（【００２９】）
が得られるような「仮想モール」が表示されているということはできない。
したがって，被告システムは，本件発明の「仮想モール」を備えておらず，構成要

件Ｆ及びＧを充足しない。



ウ控訴人の主張について
この点につき，控訴人は，本件明細書【００４５】の記載によれば，本件発明におい
ては，仮想モールや店の画像を表示させて店を選択する実施形態を採らなければなら
ないものではなく，表示部にキャラクター画像情報に関連付けた文字情報を表示させ，
それを選択するという実施形態も想定されていることから，構成要件Ｆ及びＧの「仮
想モール」は，インターネット上に存在する仮想店舗が集まった商店街を意味し，表
示部に仮想店舗の文字情報が表示されていれば足り，内部に複数の仮想店舗と遊歩の
ための空間とが表示されるものに限定される必要はない旨主張する。
しかし，上記段落の記載は，本件明細書【００４１】から始まる「別実施形態」の

説明の一部を構成するものであり，「仮想モールや店の画像を表示させ」る「先の実
施形態」に対する別の実施形態として「表示部に」「キャラクター画像情報に関連づ
けた文字情報（例えば，モンタージュ，洋服，靴，眼鏡など）を表示させ」る形態を
示したものにすぎず，当該「キャラクター画像情報に関連づけた文字情報」が「仮想
モール」と同義ないしこれに含まれることを説明するものということは必ずしもでき
ない。また，本件明細書には，「キャラクター画像情報に関連づけた文字情報を表示
させ」るこの別実施形態によって「さながら自分が仮想モール内を歩いているような
ゲーム感覚」ないし「あたかも自分が仮想モール中で暮らしているようなゲーム感
覚」を得られると認めるに足りる記載も存在しない。
そうすると，【００４５】の上記記載をもって本件発明の「仮想モール」の説明と

みることはできない。
したがって，上記段落の記載を参照しても，本件発明の「仮想モール」が単なる文

字情報で足りると認めることはできない。この点に関する控訴人の主張は採用し得な
い。



⑶小括
以上より，被告システムは，少なくとも本件発明の構成要件Ｃ，Ｆ及びＧを充足せ
ず，その文言上，本件発明の技術的範囲に含まれるとはいえない。



３争点２（被告システムは，本件発明と均等なものとして，その技術的範囲に
属するか）について
⑴特許請求の範囲に記載された構成に，相手方が製造等をする製品又は用いる
方法（対象製品等）と異なる部分が存する場合であっても，
①当該部分が特許発明の本質的部分ではなく，
②当該部分を対象製品等におけるものと置き換えても，特許発明の目的を達す
ることができ，同一の作用効果を奏するものであって，
③そのように置き換えることに，当業者が，対象製品等の製造等の時点におい
て容易に想到することができたものであり，
④対象製品等が，特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者が
当該出願時に容易に推考できたものではなく，かつ，
⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に
除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは，
当該対象製品等は，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして，特
許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁平成６年
（オ）第１０８３号同１０年２月２４日第三小法廷判決・民集５２巻１号１１
３頁，最高裁平成２８年（受）第１２４２号同２９年３月２４日第二小法廷判
決・民集７１巻３号３５９頁参照）。



⑵第１要件（非本質的部分）について
ア特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得
なかった技術的課題の解決を実現するための，従来技術に見られない特有
の技術的思想に基づく解決手段を，具体的な構成をもって社会に開示した
点にある。したがって，特許発明における本質的部分とは，当該特許発明
の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想
を構成する特徴的部分であると解すべきである。
そして，上記本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づい

て，特許発明の課題及び解決手段とその作用効果を把握した上で，特許発
明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思
想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定される
べきである。すなわち，特許発明の実質的価値は，その技術分野における
従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば，特許
発明の本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載，特に明細書記載
の従来技術との比較から認定されるべきである。そして，従来技術と比較
して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には，特許請求の範
囲の記載の一部について，これを上位概念化したものとして認定され，従
来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される
場合には，特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解
される。



ただし，明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されてい
るところが，出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には，
明細書に記載されていない従来技術も参酌して，当該特許発明の従来技術
に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきで
ある。そのような場合には，特許発明の本質的部分は，特許請求の範囲及
び明細書の記載のみから認定される場合に比べ，より特許請求の範囲の記
載に近接したものとなり，均等が認められる範囲がより狭いものとなると
解される。



イ本件発明の貢献の程度
(ア) 本件明細書に記載された従来技術
本件明細書によれば，本件発明に関する従来技術は，「あらかじめ携帯端

末自体のメモリーに保存してある複数のキャラクター画像情報から，気入っ
たものを選択して，その携帯端末の表示部に表示することができるもの」
（【０００２】）であるところ，当該従来技術においては，「携帯端末自体
のメモリーに保存してあるキャラクター画像情報のなかから気に入ったもの
を選択するので，メモリーに保存できる情報量には限りがあることから，
キャラクター選択にあまり選択の幅がなく，ある程度すると飽きてしまい，
ユーザーに十分な満足感を与え得るものではなかった」（【０００３】）こ
と，及び「サービス提供者にとっても，…キャラクター画像情報を更新する
には，携帯端末自体を改めて販売するしかない」ため「キャラクター画像情
報により効率良く利益を得るのは困難であった」（【０００３】）という課
題があったことが記載されている。



(イ) 本件発明の課題解決手段
本件発明は，従来技術の上記課題を解決するため，「ユーザーが十分な満

足感を得ることができ，且つ，サービス提供者は利益を得ることができる携
帯端末サービスシステムを提供する」ことを目的として，本件特許請求の範
囲記載の構成を採用したものである。その構成は，大きくは，
①携帯端末からデータベースにアクセスし，データベースに用意された複数
のキャラクターから気に入ったキャラクターを決定する携帯端末サービスシ
ステムである点，
②キャラクターが，複数のパーツを組み合わせて形成するように構成してあ
り，複数のパーツを組み合わせて，気に入ったキャラクターを創作決定する
創作決定手段を備える点，
③創作決定手段に，表示部に仮想モールと基本キャラクターとを表示させ，
前記基本キャラクターが，前記仮想モール中に設けられた店にて前記パーツ
を購入することにより，前記基本キャラクターを気に入ったキャラクターに
着せ替える操作により，気に入ったキャラクターを創作決定する着せ替え部
を備える点，及び
④決定したキャラクターに応じた情報提供料を，携帯端末自体を改めて販売
する以外の方法で課金する課金手段の４点からなるものということができる。



(ウ) 本件発明の作用効果
本件発明においては，携帯端末から電話回線網に接続されたデータベース

にアクセスし，キャラクターを選択するという構成（前記①）を採用するこ
とにより，ユーザーにとっては，キャラクター選択の幅が広がり，十分な満
足感を得ることができる。また，サービス提供者にとっては，データベース
のキャラクター画像情報を更新するだけで，簡便にキャラクター画像情報を
新規なものに更新し，ユーザーに提供することができるとともに，キャラク
ター画像情報に応じて情報提供料を通信料に加算すること（前記④）により，
キャラクター画像情報の提供により効率良く利益を得ることができる（【０
００５】）。
さらに，キャラクターが複数のパーツを組み合わせて形成する創作決定手

段を備えること（前記②）により，ユーザーは，キャラクター選択の幅が更
に広がると共に，種々のパーツを組み合わせてキャラクターを創作するとい
うゲーム感覚の遊びをすることができ，十分な満足感を得ることができる。
それと共に，創作決定手段に係る着せ替え部を備えること（前記③）により，
ユーザーは，仮想モールと，基本キャラクターとが表示された表示部を見な
がら，基本キャラクターを自分に見立て，さながら自分が仮想モール内を歩
いているようなゲーム感覚で，その仮想モール内に出店された店に入り，
パーツという商品を購入することで，基本キャラクターを気に入ったキャラ
クターに着せ替えて楽しむことができ，新たな楽しみ方ができて十分な満足
感を得ることができる（【０００６】）。



(エ) もっとも，本件の場合，本件明細書に従来技術が解決できなかった課題
として記載されているところは，以下のとおり，出願時の従来技術に照らし
て客観的に見て不十分なものと認められる。
ａキャラクター選択の幅について
本件特許出願日以前に，携帯端末へ毎日異なるキャラクタ画面を配信する

ｉモード上でのサービスとして「いつでもキャラっぱ！」が公知であったこ
とが認められる（乙６）。このことに鑑みれば，本件特許出願日において
「携帯端末自体のメモリーに保存してあるキャラクター画像情報のなかから
気に入ったものを選択するので，キャラクター選択にあまり選択の幅がな
く」「ユーザーに十分な満足感を与え得るものではなかった。」（本件明細
書【０００３】）との課題，及び「携帯端末自体にキャラクター画像情報を
保存するので，」「サービス提供者にとっても，」「キャラクター画像情報
を更新するには，携帯端末自体を改めて販売するしかない」（【０００
３】）との課題が未解決のままであったとは認められない。



ｂキャラクターの形成とその利用について
本件特許出願日以前に，「ハビタット」という名称のサービスがパソコン

通信ネットワークを通じて一般公衆向けに提供され，公知となっていたとこ
ろ，当該サービスは，仮想空間内の店舗で購入したパーツを組み合わせるこ
とにより，ユーザーがその好み等に従い「アバター」と呼ばれるキャラク
ターを作成し，このアバターが仮想空間内を歩き回るなどあたかも生活して
いるかのように活動することができ，これを通じてユーザーが仮想世界で生
活しているような気分を感じることができるものと認められる（乙８）。こ
のことに鑑みれば，「種々のパーツを組み合わせてキャラクターを創作する
というゲーム感覚の遊びをすることができ」（本件明細書【０００６】）る
という意味での「十分な満足感」及び「さながら自分が仮想モール内を歩い
ているようなゲーム感覚で，その仮想モール内に出店された店に入り，パー
ツという商品を購入することで，基本キャラクターを気に入ったキャラク
ターに着せ替えて，楽しむことができ」（【０００６】）るという意味での
「十分な満足感」を得ることは，本件特許出願日において既に解決されてい
る課題であったといわざるを得ない。



ｃキャラクター画像情報に対する課金方法について
本件特許出願日以前に，キャラクター画像情報に対する課金方法として，

携帯端末自体を改めて販売する態様ではないもの，すなわち，毎月１００円
を支払うことにより携帯電話機へ毎日異なるキャラクタ画面データを配信す
るｉモード上での上記サービス「いつでもキャラっぱ！」が公知であったこ
と（乙６），及びｉモードにおいてはコンテンツプロバイダー（情報提供
者）がコンテンツの情報料をＮＴＴドコモから携帯電話の通信料と合わせて
課金し得るシステムが採用されていたこと（乙９）が認められる。このこと
に鑑みれば，本件特許出願日において，「サービス提供者にとっても，…
キャラクター画像情報を更新するには，携帯端末自体を改めて販売するしか
ない」ため「キャラクター画像情報により効率良く利益を得るのは困難で
あった。」（本件明細書【０００３】）との課題が未解決のままであったと
は認められない。
ｄしかるに，本件明細書には，乙６，８及び９記載の上記技術についての

記載はない。したがって，本件明細書に従来技術が解決できなかった課題と
して記載されているところは，本件特許出願日における従来技術に照らして
客観的に見て不十分なものと認められる。
そうすると，本件発明の本質的部分は，本件明細書の記載に加えて，乙６，

８及び９記載の前記技術も参酌して認定されるべきである。



(オ) そして，本件明細書の記載並びに乙６，８及び９記載の前記技術によ
れば，キャラクター選択・変更等の態様に関する構成（前記①並びに②及び
③の組合せ）について，本件明細書は，複数のパーツを組み合わせて気に
入ったキャラクターを創作決定すること（前記②及び③）を携帯端末サービ
スシステムで提供する（前記①）という発想自体を開示するにとどまり，こ
のようなシステムの実装における未解決の技術的困難性を具体的に指摘し，
かつ，その困難性を克服するための具体的手段を開示するものではないので，
従来技術に対する本件発明の貢献の程度は小さいというべきである。
キャラクターの選択等に対する課金に関する構成（前記②及び③並びに④

の組合せ）についても，本件明細書は，複数のパーツを組み合わせて気に
入ったキャラクターを創作決定し（前記②及び③），当該決定したキャラク
ターに応じた情報提供料を通信料に加算する（前記④）という発想自体を開
示するにとどまり，このような課金方法の実装における未解決の技術的困難
性を具体的に指摘し，かつ，その困難性を克服するための具体的手段を開示
するものではないので，従来技術に対する本件発明の貢献の程度は小さいと
いうべきである。
そうすると，本件発明の本質的部分については，特許請求の範囲の記載と

ほぼ同義のものとして認定するのが相当である。



ウ被告システムの均等の第１要件の非充足
他方，被告システムは，前記のとおり構成要件Ｃ，Ｆ及びＧを備えていな

い。したがって，被告システムが本件発明の本質的部分を備えているという
ことはできず，本件発明と被告システムとは本質的部分において相違すると
認められる。
以上より，被告システムは，均等の第１要件を充足しない。

エ控訴人の主張について
この点につき，控訴人は，構成要件Ｃは非本質的部分であり，構成要件Ｆ

及びＧも本質的部分ではなく，本件発明の本質的部分は構成要件Ｅ，Ｆ’
（「創作決定手段に，表示部に基本パーツを組み合わせてなる基本キャラク
ターを表示させ」）及びＧ’（「基本キャラクターが，店にてパーツを購入す
ることにより，パーツ毎に準備された複数のパターンから一つのパターンを
決定し，基本キャラクターを気に入ったキャラクターに着せ替える操作によ
り，気に入ったキャラクターを創作決定する着せ替え部を備える」）であり，
被告システムはこれらを備えているから，第１要件を充足する旨主張する。
しかし，構成要件Ｅ，Ｆ’及びＧ’は乙８に示される従来技術に開示されて

いるものであり（上記イ(エ)ｂ），構成要件Ｅ，Ｆ’及びＧ’の組合せは，それ
のみでは本件発明の本質的部分を構成し得ない。
したがって，この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。



⑶第５要件（特段の事情）について
ア本件特許の出願経過
原判決３１頁１５行目の「本件特許請求の範囲」を「本件特許請求の範

囲」に改めるほかは，原判決「事実及び理由」の第４の３の⑶ア（原判決２
９頁１０行目～３１頁２０行目）に記載のとおりであるから，これを引用す
る。
イ特段の事情の有無
前記認定の出願経過によれば，控訴人は，構成要件Ａ～Ｃ及びＨからなる

発明（出願当初の特許請求の範囲の請求項１に係る発明）及び構成要件Ａ～
Ｅ及びＨからなる発明（出願当初の特許請求の範囲の請求項２に係る発明）
については，特許を受けることを諦め，これらに代えて構成要件Ａ～Ｈから
なる発明（出願当初の特許請求の範囲の請求項１に同２及び５を統合した発
明，すなわち本件発明）に限定して，特許を受けたものということができる。
そうすると，控訴人は，構成要件Ｆ及びＧの全部又は一部を備えない発明

について，本件発明の技術的範囲に属しないことを承認したか，少なくとも
外形的にそのように解されるような行動をとったものと理解することができ
る。
したがって，均等の成立を妨げる特段の事情があるというべきであり，均

等の第５要件を充足しない。



ウ控訴人の主張について
この点につき，控訴人は，被告システムは「仮想モール」に相当する構成

を有しているから，本件特許の出願経過を参酌したとしても，均等の成立を
妨げる特段の事情があるとはいえない旨主張する。
しかし，前記のとおり，本件発明の「仮想モール」は「ショップ」というカ
テゴリーを選択することによってアイテムを購入する仕組みを包含するもの
ではなく，また，本件明細書【００４５】は本件発明の「仮想モール」を説
明するものと見ることができない以上，当該段落が当初から残存していたと
いう本件特許の出願経過も，本件発明の「仮想モール」の技術的意義を左右
するものではない。
したがって，この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。
⑷小括
以上によれば，被告システムは，少なくとも均等の第１要件（非本質的部

分）及び第５要件（特段の事情）を充足しないことから，本件発明と均等な
ものとして，その技術的範囲に属するということはできない。
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４結論
以上のとおり，被告システムは，文言上，本件発明の技術的範囲に属

さず，かつ，本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するとい
うこともできない。
したがって，控訴人の請求はいずれも理由がないから，これをいずれ

も棄却した原判決は相当である。よって，本件控訴を棄却することとし，
主文のとおり判決する。



〔控訴人の主張〕
ア均等の第１要件（非本質部分）について
(ア) 構成要件Ｃについて
本件明細書【０００２】の記載によれば，従来技術は「あらかじめ携帯端末
自体のメモリーに保存してある複数のキャラクター画像情報から，気に入った
ものを選択して，その携帯端末の表示部に表示すること」であり，本件発明が
解決しようとする従来技術の課題の１つとして，サービス提供者がキャラク
ター画像情報により効率良く利益を得るのは困難であったという事情が挙げら
れ（【０００３】），これを解決する手段として，サービス提供者が画像情報
の提供により効率良く利益を得ることができるようにするために，構成要件Ｃ
の構成が挙げられている（【０００５】）。
しかし，この構成は，審査過程において従来技術とされた引用文献（甲２０，
乙６，７）にも記載されており，出願当初の特許請求の範囲の請求項１はこれ
を理由に拒絶された。そこで，控訴人は，手続補正により，特許請求の請求項
１につき，出願当初の特許請求の範囲の請求項１に同２及び５を統合したもの
とし，特許査定を受けた。
このような審査過程や従来技術とされた引用文献の内容等に照らせば，構成
要件Ｃの構成は，従来技術にも見られる構成であるから，「従来技術に見られ
ない特有の技術的思想を構成する特徴的部分」すなわち本質的部分ではない。



(イ) 構成要件Ｆ及びＧについて
本件明細書の記載によれば，従来技術は「あらかじめ携帯端末自体のメモリー
に保存してある複数のキャラクター画像情報から，気に入ったものを選択して，
その携帯端末の表示部に表示すること」であり（【０００２】），本件発明が
解決しようとする従来技術の課題の一つとして，キャラクター選択にあまり選
択の幅がなく，ある程度すると飽きてしまい，ユーザーに十分な満足感を与え
得るものではなかったという事情が挙げられ（【０００３】），これを解決す
る手段の一つとして，ユーザーが十分な満足感を得られるようにするために，
「表示部に仮想モールと，基本パーツを組み合わせてなる基本キャラクターと
を表示させ」るとの構成を含む構成要件Ｆ及び「基本キャラクターが，前記仮
想モール中に設けられた店にて前記パーツを購入する」との構成を含む構成要
件Ｇが挙げられている（【０００５】）。



しかし，前記のとおり，「仮想モール」（構成要件Ｆ及びＧ）は，インター
ネット上に存在する仮想店舗が集まった商店街を意味し，表示部に仮想店舗の
文字情報が表示されていれば足りる。そうすると，「仮想モール」（構成要件
Ｆ及びＧ）は，内部に複数の仮想店舗と遊歩のための空間とが表示されるもの
に限定される必要はなく，表示部に，インターネット上に存在する仮想店舗の
集まりが文字情報として表示され，その表示された仮想店舗の文字情報と基本
キャラクターとを表示させれば足り，必ずしも両者を同時に表示させる必要も
ない。また，「基本キャラクター」が「仮想モール中に設けられた店」で
「パーツ」を購入する際も，表示部にキャラクター画像情報に関連付けた文字
情報のみを表示させていればよい。
したがって，「仮想モール」は本件発明に特有な作用効果に係るものではな
い。
(ウ) 審査過程において従来技術とされた引用文献（甲２０）及び意見書（甲２
２）を参酌すると，本件特許請求の範囲に記載された構成のうち，従来技術に
見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分すなわち本質的部分は，構
成要件Ｅ，Ｆ及びＧである。



そして，本件発明が解決しようとする課題は，従来技術では「ユーザーに十分
な満足感を与え得るものではなかった」こと及び「サービス提供者がキャラク
ター画像情報により効率良く利益を得るのは困難であった」こと（【０００
３】）から，本件発明を基礎付ける課題の解決原理・技術的思想は，表示部に
「仮想モール」を表示し，基本キャラクターが「仮想モールに設けられた」店
で購入することにあるのではなく，「創作決定手段に，表示部に基本パーツを
組み合わせてなる基本キャラクターを表示させ」（構成要件Ｆ’），「基本
キャラクターが，店にてパーツを購入することにより，パーツ毎に準備された
複数のパターンから一つのパターンを決定し，基本キャラクターを気に入った
キャラクターに着せ替える操作により，気に入ったキャラクターを創作決定す
る着せ替え部を備える」（構成要件Ｇ’）ところにあるというべきである。
本件において，被告システムは，構成要件Ｅ，Ｆ’及びＧ’を備えており，本件
発明の本質的部分を共通に備えている。
他方，被控訴人が相違点として主張する「仮想モール」の表示は，上記のとお
り，本件発明の本質的部分ではないから，均等の第１要件の充足を否定する理
由とはならない。



(エ) 以上より，被告システムは，均等の第１要件を充足する。
イ均等の第５要件（特段の事情）について
前記のとおり，「仮想モール」（構成要件Ｆ及びＧ）は，インターネット上
に存在する仮想店舗が集まった商店街を意味し，表示部に仮想店舗の文字情
報が表示されていれば足り，被告システムのように，ユーザーが表示画面上
で「ショップ」というカテゴリーを選択することによってアイテムを購入す
る仕組みもこれに該当する。
そうすると，被告システムは，「仮想モール」に対応する構成を有している
のであるから，本件特許の出願経過を参酌したとしても，均等の成立を妨げ
る特段の事情があるとはいえない。
ウさらに，原審において主張したとおり，被告システムは，均等の第２要件
及び第３要件も充足することから，仮に被告システムが構成要件Ｃ，Ｆ及び
Ｇを充足しないとしても，被告システムは，本件発明と均等なものとして，
その技術的範囲に属するというべきである。


